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5
関係法令

国等補助制度
関連計画

社会教育法第22条、教育基本法第３条、教育基本法第12条

平成29年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成28年度）

事業番号 14 担当課

総括評価
今後の課題

　出演者及び来場者のニーズを把握し、例年同様の内容にならないよう検討する必要があると考
えます。また、学習成果をボランティア活動に活かす等の地域課題解決につながるような啓発の
場になるとよいと考えます。

1 事業名 うの花音楽祭事業

生涯学習課

3 事業の背景

　元来、文化協会主催のコーラス発表会（プロムナードコンサート）として実施していた事業で
あったが、主たるグループが文化協会から脱会したため、事業を町が文化振興事業の１つとして
実施しています。

4 事業の目的

　音楽を生涯学習活動としている方々に、日頃の活動の成果を発表できる場を提供するととも
に、町内外の人との交流や異世代間のつながり作りを促します。
　また、来場者が生涯学習を始めるきっかけづくりとして実施します。

9 特記事項 ―

6 関連事業 ―

8
事業実績

（26年度～
28年度）

　　　　　　　　　　委託金　　　　　出演グループ数　　　　　　来場者
平成26年度　　　180,000円　　　　７団体(150名） 　　　　　287名
平成27年度         180,000円　　　　７団体(131名）　　　　　 340名
平成28年度         180,000円　　　　６団体(88名）  　　　　 　307名

7
具体的な
実施内容

　合唱団が自らの力で活動を企画・運営し、自立した社会参加活動を促すために実施するもので
す。
　東浦町コーラス連盟への委託事業として開催します。
　【日　時】
　　平成28年12月４日（日）　　午後１時30分から午後３時30分まで
　【場　所】
　　文化センター　ホール
　【参加者】
　　出演コーラスグループ６団体(88名）、来場者307名
　【内  容】
　　各グループが３～５曲を発表し、合同で２曲を合唱する。

【東浦町コーラス連盟】
　構成員：コーロ・ドマーニ始め５団体（町内の合唱グループを中心とした団体）

【委託内容】
　①企画・立案・運営
　②事業計画書の提出
　③事業報告書の提出
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　 ○

②

③

④

⑤

⑥

14

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算

出演及び観覧は無料で、受益者負担金はありません。

事業の評価

12 評価の理由

その他

180

低い

180 100.0%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

支
　
出

13

11

　現状に比べ、出演者(受託者)自身の主動で積極的に企画立案及び運営をすることになるた
め、受託者の自由な発想で事業が行え、より効果的な生涯学習の推進につながると考えます
が、事業費が賄えず、出演者等の実費負担分が増加することにより、出演者の減少に繋がり
かねません。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

委託形式により、自主的な活動を促すことができ、生涯学習活動にさらなる付加価値を持
たせることができると考えますが、現状は委託者と行政が協働している業務や行政主動で
委員会等を行っている部分があるため、委託方法等について検討する余地があると考えま
す。

　有名な歌手等をゲストとして招くことで、住民の興味関心を引き、来場者の増加につなげ
ます。この場合、受益者に負担金を求めることも考えられます。また、町財政負担の増加や
場合によっては会場の収容人数不足になると考えられます。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

町内外や年齢を限定せず実施している事業ですが、出演者の固定化、来場者の年齢の偏等
があるため、住民が幅広く参加でき、また興味関心を持ってもらえるような内容に改善す
る余地があります。

委託費

合 計

事
業
費

拡大した場合

10 総事業費(千円)
420

180

活動者主体で実施できる可能性が高い事業ですが、行政として音楽を生涯学習活動の一環
としている住民が、日ごろの活動の成果を発表できる場を提供し、活動を充実させる必要
があると考えます。

文化センター事業として、町内外や年齢を問わず学習機会の確保や学習成果の発表ができ
る場を広く提供しています。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

100.0%

0

180

180

100.0%

0

0

480 480対前年比(％) 対前年比(％)

100.0%180

180

0

0

0

100.0%

100.0%

480

180

対前年比(％)

0

0

0
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9 特記事項 －

6 関連事業 －

8
事業実績

（26年度～
28年度）

H26年度：会員数　45名
H27年度：会員数　35名
H28年度：会員数　20名

7
具体的な
実施内容

　小学校４年生から中学校３年生を対象に募集し、シニアリーダー及び指導者を中心に、月１回
の定例会を通して、リーダーの育成を行っています。

【平成２８年度実施内容】　会 員 数：20名
活動内容
５月：ジュニアリーダーの目的説明。アイスブレイキング。自己紹介。
６月：積んで積んで積もうゲーム・ビンゴゲーム。これらのゲーム内で自分の意見が言え、他人
の意見を尊重することを学びます。
７月：８月のキャンプに向け調理実習。飯盒炊飯と豚汁を調理。
８月：小川村にてキャンプ。１日目テント張り、野外調理。天文台にて星の観察。２日目小川村
小学生と交流。そば打ち体験。
９月：イオンモールにてユニセフ募金活動。
10月：盲導犬の周知活動。産業まつりに向けバルーンアートの作成練習。
11月：産業まつりにて活動発表。盲導犬の募金活動のボランティア。
12月：異文化体験活動。リース作り
１月：伝統料理調理実習。雑煮、栗きんとん、伊達巻。
２月：ニュースポーツ講習（ミニテニス）スポーツ推進委員による指導。
３月：１年間の振り返りを作成。
募集方法：各小学校３年生から６年生にチラシ配布。
指導者：ジュニアリーダー経験者１名、ボーイスカウト経験者１名
ボランティア：高校生１名

事業の背景

　青少年の健全育成には、青少年が地域社会の中で異なる年齢や地域の人たちと触れ合いながら
団体活動や地域活動を通じて社会の一員として関わることが重要です。

4 事業の目的

　体験の場と様々な人との関わりの場を提供し、青少年グループリーダーの育成を推進します。
　ジュニアリーダーと地域とのつながりを深め、豊かな人間関係と思いやりの心を育みます。
　将来の地域の活動の担い手を育成します。

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

青少年健全育成基本法　青少年育成施策大綱　愛知県生涯学習推進計画（第５次東浦町総合計
画）

平成29年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成28年度）

事業番号 15 担当課

総括評価
今後の課題

　小学生の会員は多いが、部活動により中学生になると退会するこどもが多いため、指導者
(リーダー）になるための育成が途中で終わってしまうのが現状です。このため、指導者不足に
もつながっています。また、目的が「人材育成」のため、事業の評価がし辛いのと同時に、長期
的な関わりがないと成果が見えにくい事業でもあります。具体的な目的目標を立て活動を行うこ
とで、子どもたち自身に成長を感じさせ、継続した活動につながるよう、運営内容を見直すこと
が必要であると考えます。

1 事業名 ジュニアリーダー育成事業

生涯学習課

3
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②

③

④

⑤
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14

9

366

82.6%

68.8%

225.0%

83.4%

129.4%

1,128

110

対前年比(％)

119.2%

345.5%

100.0%

311

9

38

借上料

1,099 1,026対前年比(％) 対前年比(％)

261

11

82.5%85

120.9%

100.0%

103

316

16

4

439

105.1%

138.6%

48.5%

10 総事業費(千円)
963

363

年齢や居住区を越えた関わりを持つことのできる団体であり、行政の関与により学校や地
域と連携した取り組みができます。

小学生の新メンバーの登録はありますが、中学生になると部活等で忙しくなり退会する子
どもが多く、指導者(リーダー）への育成ができていません。しかし、多種多様な活動を
通して人間形成には必要な事業です。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

支
　
出

13

11

　小人数制によるきめ細かいジュニアリーダー育成ができます。しかし、指導者謝金を含
め、定例会に係る経費等を自己負担してもらうことになるため、会員の減少が考えられま
す。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

子ども会の機能が失われつつある現在、行政が機会を提供するという運営手法は適当で
す。ボランティア活動を中心に各地区で活動できる人づくりに繋がる事業を考える必要が
あります。

　大規模な行事の開催が可能となります。しかし、指導者の人数が不足しているため、運営
は難しいと考えます。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

指導者２人が看ることのできる子どもの数が35人程度が適当であるため、登録者数を増
やすのであれば指導者の確保充実が課題となります。このため現状の規模が妥当です。

報償費

合 計

228

33
事
業
費

4

需用費

拡大した場合

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算

飲食が伴う研修等については、実費徴収をしているため妥当です。

事業の評価

12 評価の理由

その他

98

低い

468 127.9%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通
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9 特記事項 ―

6 関連事業

プレイベント（役場ロビーコンサート）８月17日　午後５時30分から午後７時00分

8
事業実績

（26年度～
28年度）

＜平成26年度＞
予算(委託金)360,000円、出演者：10組、来場者約250名
＜平成27年度＞
予算(委託金)350,000円、出演者：９組、来場者約200名
＜平成28年度＞
予算(委託金)350,000円、出演者：９組、来場者約200名

7
具体的な
実施内容

青少年が自らの力で活動を企画・運営するよう、青少年らで組織する実行委員会に事業委託し、
自立した社会参加活動を促すために実施するものです。また、日頃の練習成果を発表する場でも
あります。
＜平成28年度実施内容＞
日時：平成28年８月21日（日）　午後１時00分から午後５時30分まで
場所：文化センター　ホール
出演者：公募により集まった９組
内容：各出演者が25分程度で演奏を行います。（ダンス、バンド演奏）
来場者：約200名
当日の演奏だけでなく、前日の準備（音楽機材等の設置や会場作り等）や片付けについても実行
委員と公募により応募のあったスタッフが共同して行い、青少年が自主的に参加しています。
ミュージックフェスティバル実行委員会
構成員：町内の音楽愛好家　３名
委託内容：企画・運営・実施（ポスター、プログラムの作成（デザイン構成を含む）及び購入、
会場設営及び撤去等）
運営スタッフ： 町広報及びホームページに掲載し公募しています。
対　象：町内在住、在勤の高校生以上

事業の背景

　青少年の健全育成には、団体活動や地域活動を通じて社会の一員としてかかわることが重要で
あり、青少年が地域等における各種イベントなどの企画・運営等に参加できる機会を確保してい
くことが求められます。

4 事業の目的

　青少年が自らの力で活動を企画し、協力や努力をして何かを成し遂げる体験をすることによ
り、自立し、創造する青少年の育成及び青少年の社会参加活動の推進を図ることを目的としてい
ます。

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

子ども・若者育成支援推進法 　青少年育成施策大綱　愛知県生涯学習推進計画(第5次東浦町総
合計画)

平成29年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成28年度）

事業番号 16 担当課

総括評価
今後の課題

　青少年の集団活動、居場所づくりとしては重要な事業です。
　出演者及び来場者へのアンケート等によりニーズを把握し、例年同様の内容にならないよう検
討します。文化センター全体を利用し音楽に触れていただく場を設け、また、青少年と地域住民
が協働して行っている数少ない事業のため、中学校や高校等へ積極的に周知活動を行い、ボラン
ティアスタッフ等を募ることで、事業を活性化させたいと考えます。

1 事業名 ミュージックフェスティバル事業

生涯学習課

3
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350

0

0

0

97.2%

100.0%

590

350

対前年比(％)

0

0

0

600 590対前年比(％) 対前年比(％)

97.2%350

100.0%

0

360

360

100.0%

0

0

10 総事業費(千円)
600

360

青少年が主体で実施しており、リーダー育成が図られる、また、青少年が活躍できる場・
居場所となる場を提供するため、行政関与の必要性が高いです。

出演者を公募するものの、新規の出演者の応募がありません。毎年同じバンドが出場して
いるため、広く青少年等に事業が周知されている状況ではありません。音楽のみならずダ
ンスやバンドのユニット企画等も実施し、入場者もやや増加しました。また、同じバンド
が定着化していることは、成果の発表の場及び居場所の提供にはつながっています。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 ○ 現状維持拡大事業の方向性 縮小

事業を

一部

支
　
出

13

11

　事業費を賄えず、出演者等の実費負担により事業を実施することになるため、出演者の減
少に繋がる可能性があります。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

自主的な活動を促すことができますが、現状は委託者と行政が協働して開催しています。
今後さらに自立を促します。

　町財政負担の増加や場合によっては会場の収容人数不足になると考えられます。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

出演者が固定化し、来場者が出演者の関係者に偏っています。広く興味関心を持ってもら
えるよう企画運営を改善する必要があります。

委託費

合 計

事
業
費

拡大した場合

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算

出演及び観覧は無料で、受益者負担金はありません。

事業の評価

12 評価の理由

その他

360

低い

350 100.0%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通
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9 特記事項 ―

6 関連事業

親子ふれあい事業

8
事業実績

（26年度～
28年度）

　　　　　　　　　家庭教育講座　　　　　親業訓練入門講座
平成26年度　　　　　163人　　　　　　　１講座　17人
平成27年度　　　　　173人　　　　　　　１講座　12人
平成28年度　　　　　200人　　　　　　　１講座　11人

7
具体的な
実施内容

家庭教育講座
【講師】　親業インストラクター
【実施目的】
　・保護者を対象に、よりよい親と子のコミュニケーションのあり方を学ぶ研修です。
　・親子の対話力を高める実習を取り入れた講演内容で実施します。
【実施対象者】　小学校の保護者及び教師（各小学校で実施）を対象としています。
【実　績】　７小学校で実施　受講者200名

親業訓練入門講座
　・家庭教育講座に関連し、さらに学びを希望する保護者に開催します。
　・親と子のコミュニケーションを手がかりに子供の自立を考えます。
　①きき上手な親（聴き方のトレーニングをします。）
　②気持ちの伝え方（自分でやる子に育てるための方法を学びます。）
【周知方法】　広報ひがしうら、町ホームページ
【受講料】　講師料の3/4を定員で除した額
【対象者】　保育園・幼稚園・小学校の子どもの親
【実　績】　全４回講座　受講者11人

事業の背景

　核家族化や少子化による子育て経験の減少、地域のつながりの希薄化等から家庭が孤立した
り、また労働条件の変化といった社会的な要因により、家庭教育が困難になっている現状があり
ます。こうした課題に対応するため、保護者への支援が求められています。

4 事業の目的

　親子のコミュニケーションづくりを推進し、思いの伝え方、受け取り方等を保護者が学ぶこと
で、健全な親子関係の育成に寄与します。
　就学前や小学生の子育て家庭が抱える課題解決に向けて、家庭教育に関する知識・技術の向上
を目指した学習機会を提供することで、家庭の教育力向上を推進します。

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

教育基本法第10条、社会教育法第3条、愛知県生涯学習推進計画

平成29年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成28年度）

事業番号 17 担当課

総括評価
今後の課題

　各小学校で行う家庭教育事業は保護者全体から見た参加率は低いものの、家庭教育は社会的課
題と関係する重要な支援策の一つです。各小学校の実態に応じた内容で、住民のみなさんのニー
ズに応えられる内容に変えていく必要があります。また、これにより事業対象者を拡大すること
もでき、参加者の増加にも繋がると考えます。

1 事業名 家庭教育事業

生涯学習課

3
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　 　 ○

　 ○

　 ○

　 ○

○

　 ○

②

③

④

⑤

⑥

14

255

0

0

0

106.7%

113.7%

628

290

対前年比(％)

0

0

0

573 587対前年比(％) 対前年比(％)

106.7%255

100.0%

0

239

239

100.0%

0

0

10 総事業費(千円)
730

239

家庭教育の取り組みにおいて、具体的な支援活動の企画や運営、子育てネットワーカー等
地域人材による活動をコーディネートしたり、学校や専門家等と連携をする等、行政だか
らこそ担える役割があります。

事業効果が顕著に分かる事業ではなく、長い目で支援していくことが効果に繋がると考え
ます。親業訓練講座受講後に受講者でサークル活動をしている方もいます。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

支
　
出

13

11

　平成24年度から平成25年度に対し事業を縮小しており、さらなる縮小または廃止は、小
学生の保護者に対する家庭教育の場が減ることとなり、家庭の教育力の低下にもつながりま
す。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

現在、行政が企画運営していますが、企業やNPO等の民間セクターも家庭教育支援取り
組みの担い手としてあげることができるため、改善の余地があります。

　幼児期、学齢期、青年期等まで事業対象者を広げることで、家庭教育支援を必要としてい
る様々な世代に対応することができますが、財政負担が大きくなります。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

親の育ちを応援することが家庭教育支援の基本的な方向性ですが、子どもの成長発達につ
れて家庭教育の課題は変化します。現在の事業内容は小学生の子を持つ親向けになってお
り、学齢期や青年期に至るまでの支援ができるのが望ましいと考えます。

報償費

合 計

事
業
費

拡大した場合

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算

家庭教育講座については、受益者負担金はありませんが、親業訓練講座は受講者が事業費
の３/４を負担しているため妥当です。

事業の評価

12 評価の理由

その他

239

低い

290 113.7%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通
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5
関係法令

国等補助制度
関連計画

教育基本法第3条第12条、社会教育法2条、高齢社会対策基本法、高齢社会対策大網、生涯学習
振興法、愛知県生涯学習推進計画

平成29年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成28年度）

事業番号 18 担当課

総括評価
今後の課題

　高齢者が運営委員となって企画・運営することにより、高齢者の社会参加につながるととも
に、地区のニーズに合った教室の開催が可能になります。また、高齢者が教室に参加すること
で、ひきこもりや認知症予防等の効果も期待できます。また、その他にも生涯学習講座の一環と
した高齢者向けの講座を企画していきます。

1 事業名 東浦町高齢者教室事業

生涯学習課

3 事業の背景

生涯学習の一環として、幅広い年代の学習機会の提供が地方公共団体の責務です。また、地域社
会とのかかわりが希薄であったことが多い勤労者に対しても、地域社会への参加の機会を提供す
る必要があります。

4 事業の目的

　高齢者が、学習活動を自ら企画・運営を行うことで、自由で広範な学習を行うことができ、こ
れにより、生きがいの創出、仲間づくり、社会参加を促すことを目的としています。このため、
本事業を、東浦町老人クラブ連合会に委託することにより、コミュニティ単位で開催することが
できます。

9 特記事項

　昭和48年に、60歳以上を対象とした高齢者教室を開始しました。平成18年度から、これま
での町による企画・運営形態から、高齢者教室運営委員会へ業務委託形態に移行し、運営委員自
ら企画運営を行っています。

6 関連事業

文化センター講座、地区コミュニティセンター等講座

8
事業実績

（26年度～
28年度）

　　　　　　　委託料　　　　　　　　　　　　　参加者数（延人数）
平成26年度：540千円（各地区90千円）　　　　　3,185人
平成27年度：540千円（各地区90千円）　　　　　2,994人
平成28年度：540千円（各地区90千円）　　　　　3,245人

7
具体的な
実施内容

　講座の企画及び運営を各地区高齢者教室運営委員会に委託します。
【委託内容】　高齢者教室内容の企画、立案、実施
【全体の流れ】
　１．高齢者運営委員会と委託契約を締結
　２．年度初めに高齢者運営委員会を開催し、予算、実施計画等について説明
　３．各地区ごとに教室の企画、立案、講師依頼をおこない、教室を開催　(6月～10月）
　４．終了後、報告書の提出
【平成28年度実施内容】
実績：各地区（全６地区）年５、６回開催
所要時間：１回２時間程度
場所：各地区コミュニティセンター（藤江地区のみ公民館）
対象年齢：60歳以上
募集方法：各地区ごとに回覧で募集
委託料の使途：講師料、雑費
その他：社会見学を除く教室へ４回以上参加した方に修了証を交付
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　 　 ○

　 ○

　 ○

○

○

　 ○

②

③

④

⑤

⑥

14

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算

受益者負担はありません。

事業の評価

12 評価の理由

その他

540

低い

540 100.0%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

支
　
出

13

11

　無料で気軽に参加できる高齢者の学習や社会参加の場が減ることにより、生きがいづくり
や学習意欲の減退につながります。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

業務委託をしているものの、行政が企画・運営の補助を行う場合もあるため、自立に向け
た支援方法を考える必要があります。

　多様化する高齢者のニーズに対応することができます。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

文化センター等で集約して講座を実施することも可能ですが、遠方の高齢者の参加が困難
なったり、会場の規模に限度があるため、現状どおり各地区での開催が適当です。

委託費

合 計

事
業
費

拡大した場合

10 総事業費(千円)
1,500

540

生涯学習の一環として、高齢者に幅広い学習の機会を提供するためには、行政がある程度
は関与しつつも高齢者の自発的な学習活動につなげることが望ましいと考えます。

高齢者自身が企画・運営することによりニーズの把握ができ、充実した教室の開催が可能
です。また高齢者の居場所づくりや生きがいづくりにも寄与しています。しかし、学習機
会の提供に留まっているため、学習成果の活用ができればさらなる事業効果が見込まれま
す。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

100.0%

0

540

540

100.0%

0

0

1,500 1,500対前年比(％) 対前年比(％)

100.0%540

540

0

0

0

100.0%

100.0%

1,500

540

対前年比(％)

0

0

0
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9 特記事項 ―

6 関連事業

家庭教育推進事業

8
事業実績

（26年度～
28年度）

　　　　　　　　　　　委託料　　　　　　    　活動内容
＜平成26年度＞　　　７万円 　　　モリモリフェスタ、サマーフェスタ
                                            　　親子ふれあい事業（三校合同）
＜平成27年度＞　　　７万円　　　 北中フェスタ・文化の部 PTA講座、ドミノ倒し
　　　　　　　　　　　　　　　　　親子ふれあい事業（三校合同）セントレア見学＆陶芸教室
＜平成28年度＞　　　７万円　　　 北中フェスタ、サマーフェスタ、モリモリフェスタ
　　　　　　　　　　　　　　　　　親子ふれあい事業（三校合同）親子ふれあいツアー乳しぼ
　　　　　　　　　　　　　　　　　り＆バターづくりｉｎ愛知牧場

7
具体的な
実施内容

東浦町子育て親育ちを考える会へ委託
　【構成員】
　　北部中学校・森岡小学校・緒川小学校ＰＴＡ会長、副会長、校長及び教頭
　　北部中学校区内の児童及び生徒の父親、ＯＢ、未就学児の親、賛同者、学校関係者
　【委託内容】
　　①活動内容の企画・立案・実施
　　②事業計画書作成
　　③事業報告書の提出
　【この会が目指すもの】
　　子どもたちとの交流を図り健全な青少年育成を考え、成長を見守ります。
　　親父同士の親睦を図り、意見交換などを行います。
　【主なふれあい活動内容】
　　北部中学校：北中フェスタ、緒川小学校：サマーフェスタ、森岡小学校：モリモリフェスタ
　　三校合同　親子ふれあい事業：親子ふれあいツアー乳しぼり＆バターづくりｉｎ愛知牧場

事業の背景

　地域における人間関係の希薄化や地域の教育力の低下をもたらす一方、核家族化や少子化によ
り、子育てのノウハウが若い世代に継承されにくくなり、家庭の教育力が低下していると指摘さ
れています。

4 事業の目的

　東浦町子育て親育ちを考える会が自らの力で活動を企画し、相互にして体験をすることにより
自立し、社会参加活動の推進を図ることを目的としています。

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

教育基本法第10条、愛知県生涯学習推進計画

平成29年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成28年度）

事業番号 19 担当課

総括評価
今後の課題

　現在は北部中学校区に活動が限定されていますが、他の中学校区においても活動を促し、父親
の社会参加活動を推進するとともに、東浦町子育て親育ちを考える会の認識を高め、町内全体の
つながりを持ち、家庭教育及び地域教育の向上に繋げることが課題です。

1 事業名 親子ふれあい事業

生涯学習課

3
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　 　 ○

　 ○

○

　 ○

○

　 ○

②

③

④

⑤

⑥

14

70

0

0

0

100.0%

100.0%

348

70

対前年比(％)

0

0

0

344 342対前年比(％) 対前年比(％)

100.0%70

100.0%

0

70

70

100.0%

0

0

10 総事業費(千円)
501

70

活動者が自立した活動を既に行っており、行政が活動自体に関与しなくても活動者主体で
運営しています。しかし、活動を行っている方々のバックアップとして行政が委託料とい
うかたちで関与しています。

小学校区を越えた活動を行っており、活動者の地域の輪が広がるとともに、学校での学習
活動に親や地域住民が参加することにより地域の教育力を高めることができます。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

支
　
出

13

11

　委託料を減少・廃止することにより、活動に係る諸経費を捻出することが困難になり、活
動の幅が減少するとともに、今までの地域・学校とのつながりが希薄化する可能性があると
考えられます。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

委託形式により、自主的な活動を促し、活動者が目的意識をもって活動できるため、行政
が担うよりは高い成果があげられていますが、行政からの委託料に頼らない運営方法や事
業内容を会で模索していく余地もあります。

　学校区をさらに越えた町内全体としての活動に広げられる可能性があります。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

現在、北部中学校区のみに事業委託しており、町内全体の活動の広がりがないため、各中
学校区にこうした事業委託をすることで、町内全体の活動になり、さらなる地域の教育力
を高めていける余地があります。

委託費

合 計

事
業
費

拡大した場合

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算

除草作業やプール清掃については受益者負担金はありませんが、社会見学に係る費用につ
いては参加者から徴収しているため、妥当と考えます。

事業の評価

12 評価の理由

その他

70

低い

70 100.0%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通
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5
関係法令

国等補助制度
関連計画

教育基本法第3条第12条　社会教育法第2条　愛知県生涯学習推進計画

平成29年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成28年度）

事業番号 20 担当課

総括評価
今後の課題

　著作権法により上映映画が限定され、こどもに人気のあるメジャーなものが上映できないた
め、年々参加者が減少しています。また、文部科学省選定による情操教育にふさわしい内容の映
画を上映しようとするため映画が限定されてしまう状況です。屋外上映の禁止がされている映画
も増え、24年度から天候不良により屋内（文化センターホール）で上映をおこなっています。
屋内の場合、親が子どもを送ってくるだけで、会場には入らず子どもだけでの参加になることも
あり、本来の目的から外れつつあります。これらのことを踏まえ、親子ふれあい映画会は、平成
29年度から中止しました。なお、代替え事業として平成29年度は、講座・教室のメニューの中
で親子向けのものを増やしていきます。

1 事業名 親子ふれあい映画会事業

生涯学習課

3 事業の背景

　近年共働きの家庭の増加に伴い、親子でのふれあいの時間・場が減少しています。青少年の健
全育成に親子のふれあいは必要不可欠であり、ふれあいの場や機会の提供が必要であると考えま
す。

4 事業の目的

　夏休みの期間を利用し、親子でふれあう機会を提供します。また、上映映画はこどもの情操教
育を促すものにすることで、青少年の健全育成を図ります。

9 特記事項

情操教育・・・感情や情緒を育み、創造的で、個性的な心の働きを豊かにするための教育

6 関連事業 －

8
事業実績

（26年度～
28年度）

＜平成26年度＞
委託費　275,400円「ももへの手紙 」参加者約130人　場所：文化センター
＜平成27年度＞
委託費　297,000円「メアリーと秘密の王国 」参加者約100人　場所：文化センター
＜平成2８年度＞
委託費　302,400円「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ 」参加者約80人　場所：
於大公園水上ステージ特設会場

7
具体的な
実施内容

　文部科学省選定作品（平成28年度親子向け作品数12）より親子向けの作品を選び上映しま
す。
３業者から見積聴取により、業者を決定します。
【平成28年実施内容】
日　　時：平成28年８月27日（土）　午後７時から午後９時まで
場　　所：於大公園水上ステージ特設会場
上映映画：くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ
参加者数：約80人
委託内容
　①映画の上映（上映開始時間午後７時15分）
　②映画開始３時間前までに会場設営を完了する。
　③終了後の撤去作業は当日中に行う。
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26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算

受益者負担はありません。

事業の評価

12 評価の理由

その他

276

低い

0 0.0%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

支
　
出

13

11

　規模を縮小することで、参加人数が限定され多数の方に参加してもらうことができなくな
ります。また、映画会及び代替事業の開催ができなくなり、親子ふれあいの機会の場を失う
ことになります。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

親子のふれあいの場の提供としては、映画以外の方法も検討する必要があります。

　映画会に限定せず、人形劇や劇団等の選択肢を増やすことができ、観覧者の増加に繋がる
可能性があります。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

親子で参加してもらいたいが、参加対象を絞ってしまうことで参加者が減少してしまうた
め、事前及び当日の申し込み、受付を行っていない。本来の事業目的を達成しているとは
言い難く改善の余地があります。

委託費

合 計

事
業
費

拡大した場合

10 総事業費(千円)
456

276

社会教育法第10条により、地方公共団体は家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対
する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援することから行政関与の必要性が
高いです。

年々参加者が減少傾向にあり、ここ数年は達成度が50％に満たない状況です。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止 ○

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 縮小

事業を

一部

107.6%

0

297

297

107.6%

0

0

537 542対前年比(％) 対前年比(％)

101.7%302

302

0

0

0

101.7%

0.0%

0 対前年比(％)

0

0

0
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9 特記事項

　式典は、実行委員の企画で2部制で実施しました。2部では新成人の企画・運営によるイベン
トとなり、思い出深い成人式となりました。平成23年度より実行委員も準備から参加してお
り、自主性を育てる機会にもなっています。また、次年新成人にも前日の準備から当日の運営ま
で関わりをもたせています。

6 関連事業 ―

8
事業実績

（26年度～
28年度）

　　　　　　　　 対象者　　　 出席者　　　出席率　　　   　委託費
平成26年度　      607人　      489人　    80.6％　      1,150,000円
平成27年度　　   572人　　   492人　    86.0％　      1,182,203円
平成28年度　      553人　      469人　    84.8％　      1,182,385円

7
具体的な
実施内容

　成人式実行委員会に委託し、より新成人にとって魅力のある成人式の開催を目指します。
　開催日：平成29年1月８日
　【全体の流れ】
　　１．成人式実行委員の推薦依頼（町内各中学校に男女３名ずつ依頼）
　　２．成人式実行委員会を開催し、成人式の運営方法や内容、式典後の校区イベントに
　　ついて決める。
　　３．成人式式典（第１部・第２部）及び中学校区ごとに校区イベントを開催
　　４．反省会
　　５．報告書の提出
　【委託内容】
　　①記念品の選定、製作（デザイン構成を含む）
　　②成人式に係る資料作成　<案内はがき、式次第作成（デザイン構成）>
　　③会場設営及び撤去・式典運営（会場内案内、式典受付、式典進行、第２部運営）
　　④中学校区イベントの企画・運営（予算は各中学校ごとの卒業生徒数により振り分け）
　　⑤事業計画書の提出
　　⑥事業報告書の提出

事業の背景

　現行の成人式は、戦後の「成人祭」が起源とされ、儀式としては、「元服」から行われてきま
した。この、式典の企画運営を、行政から新成人に任せ、記憶に残り魅力的なものになるよう実
施してきました。
　平成21年度から予算についても新成人に裁量を持たせた委託事業として実施しています。

4 事業の目的

　青少年健全育成を目的として、町内３中学校より推薦された新成人の代表者を集めた実行委員
会を組織します。この会に委託し事業を行うことで、各中学校区の地域間交流やリーダーの育成
を図ることを目的とします。

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

―

平成29年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成28年度）

事業番号 21 担当課

総括評価
今後の課題

　成人式の企画立案及び運営を新成人が実行委員となって行うことで、青少年リーダーの育成に
つながります。
　また、式典に参加する新成人にとっても行政が行う内容より、同じ新成人が企画、運営する内
容に共感し、より思い出深い式典にすることができるとともに、結果的に式典中に騒がしくなる
ことの抑制にもつながっていきます。

1 事業名 成人式委託事業

生涯学習課

3
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　 　 ○

　 ○

○

○

○

○ 　

②

③

④

⑤

⑥

14

1,182

0

0

0

100.0%

113.4%

1,864

1,340

対前年比(％)

0

0

0

1,705 1,704対前年比(％) 対前年比(％)

100.0%1,182

102.8%

0

1,182

1,182

102.8%

0

0

10 総事業費(千円)
1,739

1,150

伝統的な行事であること、青少年リーダー育成を目的としていることから行政関与は必要
です。成人式実行委員会主体となるため、最低限の関与でよいと考えます。

新成人が主体になり企画立案及び運営することで、青少年リーダー育成につながります。
また、新成人にとってより思い出深い魅力ある式典の開催が可能となります。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

支
　
出

13

11

　代替事業が検討できないため廃止は考えていませんが、費用のかからない式典内容を工夫
したり第部については協賛金を集う等、方法を検討する必要があります。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

魅力ある式の開催には、行政ではなく新成人の主体で運営することが適切であると考えま
す。

　拡大の可能性として、アトラクションや記念品の費用の拡大が考えられます。これにより
出席率の増加が期待できますが、町の財政負担の拡大や運営に関わる人数の増加につながり
ます。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

委託費のうち３/４が会場使用料及び設営費等式典開催に必要な経費が含まれているため
妥当です。

委託費

合 計

事
業
費

拡大した場合

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算

町が成人に達する人々を祝い、自覚と自立をうながす行事であるため、受益者負担金はあ
りません。

事業の評価

12 評価の理由

その他

1,150

低い

1,340 113.4%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通
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5
関係法令

国等補助制度
関連計画

社会教育法第20・22条、教育基本法第３条、教育基本法第12条、愛知県生涯学習推進計画
東浦町生涯学習推進計画

平成29年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成28年度）

事業番号 22 担当課

総括評価
今後の課題

　住民のみなさんのニーズを把握し、地域・世代間の連携・交流を促す講座など内容を選び抜
き、特色のある講座を開講していきます。

1 事業名 地区コミュニティセンター講座事業

生涯学習課　

3 事業の背景

　住民のみなさんから各地区での講座開催の要望があり、森岡、緒川コミュニティセンター（旧
公民館）に職員が配置されたのを機に講座を企画し開催してきました。

4 事業の目的

　地区コミュニティセンター等で、住民のみなさんのニーズに応じた各種教室・講座を開催し、
地区の文化活動の拠点とすることを目的とします。

9 特記事項 ―

6 関連事業

郷土資料館講座事業　　文化センター講座事業

8
事業実績

（26年度～
28年度）

　　　　　　　　講座数　　　　開催回数 　　     受講者数
H26年度　 　31講座　　　　　114回　　　　　　454人
H27年度　　 30講座　　　　　117回　　　　　　489人
H28年度　 　30講座　　　　　106回　　　　　　413人

7
具体的な
実施内容

　誰もが気軽に学習できる講座や教室を計画・実施し、地域の活性化を目指しています。また、
講座終了後に同好会を立上げ、自主活動に移行するグループも発足しています。

【周知方法】
　　広報ひがしうら、町ホームページ
【受講料】
　　講師料の3/4（子どもは1/2）を定員で除した額
【対象者】
　　東浦町に在住、在勤の方
　
＜平成28年度実施状況＞　　　 講座数      開催回数        受講者数
　森岡コミュニティセンター　　５講座　　  15回          　68人
　緒川コミュニティセンター　　５講座　　  15回　　　　 49人
　卯ノ里コミュニティセンター　５講座　　  17回             66人
　石浜コミュニティセンター　　５講座　　  26回             77人
　生路コミュニティセンター　　５講座　　  13回             75人
　藤江公民館　　　　　　　　　５講座　　  20回         　 78人
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　 　 ○

○

　 ○

　 ○

○

　 ○

②

③

④

⑤

⑥

14

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算

受講料は受講者が講師料の3/4（子どもは1/2）負担しているため妥当です。（教材費は
実費負担）

事業の評価

12 評価の理由

その他

低い

832 102.5%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

支
　
出

13

11

　講座自体文化センターでの開催に限定し、地区コミュニティセンターは講座終了後の同好
会活動場所としての役割を果たすことにより、地域の活性化に貢献できますが身近で手軽に
学習する機会が減少します。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

マイプロデュース講座を推奨し、地域による地域のための講座開催を推進します。

　講座を増やすことにより、住民の選択の幅は広がり、さまざまなニーズに応じた学習機会
を提供することができますが、講座による施設利用が増加し一般利用者の利用に支障が出る
恐れがあります。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

民間事業者と競合する趣味的講座は抑制し、地域の連携や交流を促進するような地域密着
型の講座を開催する必要があります。

合 計

事
業
費

835

拡大した場合

10 総事業費(千円)
1,894

835

社会教育法第20条で公民館は市町村その他一定区域内の住民のために、生活に即する教
育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的としています。

学習機会を広く一般に提供している事業であり、一部の講座では、終了後に同好会へ移行
し、自主的に活動を継続しています。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

100.0%

100.0%835

835

0

0

0

2,111 2,375対前年比(％) 対前年比(％)

0

812

812

0

0

97.2%

97.2%

0

2,297 対前年比(％)

0

0

102.5%832
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5
関係法令

国等補助制度
関連計画

社会教育法第20・22条、教育基本法第３条、教育基本法第12条、愛知県生涯学習推進計画
東浦町生涯学習推進計画

平成29年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成28年度）

事業番号 23 担当課

総括評価
今後の課題

　子供向けの講座は人気があるが、大人向けの講座では定員の半分に満たず開催できないことが
多々ありました。専門性のある講座はあまり人気がないように感じます。
　住民のみなさんのニーズを把握し、地域・世代間の連携・交流を促す講座など内容を選び抜
き、特色のある講座を開講していきます。

1 事業名 文化センター講座事業

生涯学習課

3 事業の背景

　東浦高等学院で、趣味的講座等を織物工場の若い従業員に行っていましたが、町民からも要望
があり、はなのき会館で様々な教室を開催していました。また、文化センターでは、専門的講座
を開催してきました。

4 事業の目的

　住民のみなさんのニーズに応じた教室、講座等を企画し学習機会を提供します。
　趣味を持って心豊かに生きるためのきっかけづくりと、教室・講座終了後の活動の継続支援な
ど、住民の自主的な学習活動を支援します。

9 特記事項 ―

6 関連事業

郷土資料館講座事業　　地区コミュニティセンター講座事業

8
事業実績

（26年度～
28年度）

　　　　　講座数　開催回数    受講者数     マイプロデュース講座    　マイスタディ―講座
H26年度 50講座　151回　1,194人　　1講座    3回   受講者  10人　　　　 　なし
H27年度 46講座　151回　   767人      5講座  16回  受講料   49人　1講座　4回 19人
H28年度 38講座　105回　   760人　　2講座   ４回   受講者  28人　　　　　 なし
【こどものまち】
　開催日：H26年12月13日・14日
　参加者：427人（1日目202人、2日目225人）
　スタッフ：子ども62人、大人7人
　開催日：H27年12月12日・13日
　参加者：342人（1日目160人、2日目182人）
　スタッフ：子ども55人、大人6人
　開催日：H28年12月10日・11日
　参加者：317人（1日目160人、2日目157人）
　スタッフ：子ども32人、大人7人
　

7
具体的な
実施内容

【講座の分野】
　・子供向け、託児付、青少年、料理、その他一般（団塊世代、男性向け等）講座
　・マイスタディー講座（学びたい人が自ら企画・運営）
　・マイプロデュース講座（教えたい人が自ら企画・運営）
【活動の場の提供】
　・ボランティア講師の募集を行い、地域で活動する場を広げています。
　・講座修了後にサークルを立上げ自主活動に移行を推進しています。
　・子どもの自立心を養うため、新たに社会の仕組みを学ぶ「こどものまち」を開催しました。
　子どもたち自身が住民となり、遊びを通してまちづくりを体験します。
【周知方法】
　　広報ひがしうら、町ホームページ
【受講料】
　　講師料の3/4（子どもは1/2）を定員で除した額
【対象者】
　　東浦町に在住、在勤の方
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26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算

受講料は受講者が講師料の3/4（子どもは1/2）負担しているため妥当です。（教材費は
実費負担）

事業の評価

12 評価の理由

その他

11

低い

2,070 123.1%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

支
　
出

13

11

　講座の内容を見直し趣味的な講座を減らし、地域の住民に根ざした事業に重点をおくこと
により、地域の輪をつくる事業を推進する事が出来ます。しかし事業を廃止した場合、地域
住民の様々な学習機会や生きがいを感じる場の提供がなくなり、学習活動をとおして地域で
の暮らしを豊かにする機会が減少します。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

幅広い世代や多様化する住民のみなさんのニーズにあった講座を計画します。

　講座の種類を増やすことで、住民の選択の幅が広がり、希望に合った講座の受講機会は増
えますが、事務量の増加及び町の財政負担が大きくなります。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

趣味的な講座は、民間事業者と競合するため、公民館は啓発的な講座や地域・世代間の連
携・交流を促す講座などの教育的意図の高い講座の検討をする必要があります。定員に満
たない講座については見直す必要があります。

役務費

合 計

144
事
業
費

1,668

拡大した場合

10 総事業費(千円)
5,059

1,823

社会教育法第20条で公民館は市町村その他一定区域内の住民のために、生活に即する教
育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的としているからです。

文化センター事業の一つとして、学習機会を広く一般に提供している事業です。毎年新規
講座を開拓しています。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

84.9%

79.3%

31

193

1,323

1,547

281.8%

134.0%

0

需用費

4,623 4,756対前年比(％) 対前年比(％)

233

161.3%50

1,398

1,681

120.7%

0

105.7%

108.7%

62.0%

5,196

31

対前年比(％)

136.9%

0

123.0%

319

1,720
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9 特記事項 ―

6 関連事業 ―

8
事業実績

（26年度～
28年度）

　　　　　　　　委託料　　　　　　入場者
H26年度　　　335千円　　　　　 215名
H27年度　　　335千円　　　　　 229名
H28年度　　　335千円　　　　　 234名

7
具体的な
実施内容

落語を楽しむ会実行委員会への委託事業として開催します。

【実施内容】
　　実行委員：10名（三遊亭とん馬氏の同窓生７名）
　　日　　時：平成28年12月17日（土）　午後２時から
　　場　　所：文化センター　ホール
　　委 託 料：335千円
　　入 場 料：前売券1,000円　当日券1,200円
　　チケット販売枚数：255枚
　　出演者：三遊亭とん馬、立川平林、鏡味初音、春風亭べん橋

【委託内容】
　　①企画・立案・運営
　　②事業計画書の提出
　　③事業報告書の提出

事業の背景

　文化センター事業として、貸館だけでなく、コンサート、講演会なども行いたいとの機運が高
まってきました。教育長を含め検討をした結果、半田市出身の落語家がいることを知り、半田高
校で三遊亭とん馬氏同窓の方が実行委員を立上げ「東浦寄席」が始まりました。

4 事業の目的

　日本に伝わる伝統芸能を企画提供することで、地域住民の文化の向上を図ります。

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

社会教育法第２条

平成29年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成28年度）

事業番号 24 担当課

総括評価
今後の課題

　伝統文化事業に触れる機会の提供とし当事業を開催しています。真打となった三遊亭とん馬氏
始め3名と平成21年度から石浜出身の立川平林氏が加わり出演者は4名となりました。毎年楽し
みにしているファンも増えてきたため、今後も実行委員に委託し実施したいと考えています。

1 事業名 落語を楽しむ会（文化振興事業）

生涯学習課

3
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　 　 ○

○

　 ○

○

○

○ 　

②

③

④

⑤

⑥

14

335

0

0

0

100.0%

100.0%

911

335

対前年比(％)

0

0

0

906 903対前年比(％) 対前年比(％)

100.0%335

100.0%

0

335

335

100.0%

0

0

10 総事業費(千円)
881

335

社会教育法第2条において、社会教育の定義に、青少年及び成人に対して行われる組織的
な教育活動（レクリエーションを含む）をいうことから行政関与が必要です。

参加者の年齢層が高く、毎年楽しみにしている方が多くなっています。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

支
　
出

13

11

　地域で古典芸術鑑賞をする機会がなくなり、地域の文化向上につながりません。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

地域住民のみなさんを主体とした地域文化の向上を目的としているので、実行委員会によ
る運営は適切です。

　著名な方への出演依頼が可能となり、参加者の増加が期待できます。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

半田市出身の三遊亭とん馬氏の高校の同級生が実行委員となり企画運営しており、東浦町
出身の噺家平林氏も出演していただき、事業範囲、規模は妥当と考えます。

委託費

合 計

事
業
費

拡大した場合

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算

出演料や諸経費から考えると、受益者負担は妥当であると考えます。

事業の評価

12 評価の理由

その他

335

低い

335 100.0%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通
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